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湖西市の提案 

 

 収集・運搬業務 処分業務 

 収集・運搬体制 収集区域 収集・運搬料金 処分料金 

提案内容 

【し尿（家庭・事業所）】 

・委託から許可に移行する 

 時期：令和 4 年度～ 

 

【し尿（仮設トイレ）・浄化槽汚泥】 

・許可の継続 

【し尿（家庭・事業所）】 

・許可に移行した場合、市内全域を許可区域とする 

 時期：令和 4 年度～ 

 

【し尿（仮設トイレ）・浄化槽汚泥】 

・現在の区域割を廃止し、市内全域を許可区域とする 

 時期：令和 4 年度～ 

・なし 

※許可制に移行することにより条例による料金

規定がなくなり、業者の裁量で金額が設定される 

・処分料金の徴収について検討する

（家庭系・事業系の区別など） 

メリット 

（湖西市） 

・委託費、受付請求等に係る事務の削減 

（業 者） 

・し尿と浄化槽汚泥を同一車両で収集できるよう

になり、作業の効率化及び保有車両の削減 

（業 者） 

・現在の担当区域外で新規浄化槽設置者等と契約し業

務を行うことができる 

（受益者） 

・業者の選択権が生まれることで、料金やサービス内

容で業者を決定できる 

（受益者） 

・許可に移行及び市内全域の許可区域により一定の

競争が生まれ、現在の料金を下回る可能性がある 

（湖西市） 

・処分手数料の徴収による歳入増 

・下水道利用者との受益者負担の公

平性確保 

デメリット 

（業 者） 

・受付、請求等の事務量増加 

・収集先との新たな契約締結が必要 

（受益者） 

・委託から許可への切替に伴う、申込方法の混乱 

 

（全 体） 

・収集が容易な地域に業者が集中する可能性がある 

・非効率な地域からの収集依頼を受理しない可能性が

ある 

（業 者） 

・受益者が収集業者を変更することで業務が減少する

可能性がある 

（業 者） 

・収入が湖西市の委託料から受益者の料金支払いに

変わるため、不払い等により収集不可となること

が想定される 

（受益者） 

・業者が料金設定を行うため、現在の料金から上昇

する可能性がある 

（受益者） 

・負担の増加 

 


